
は じ め に

人格権とは，人の身体的及び精神的利益を保護する権
利であり，名誉権，氏名権，肖像権，プライバシー権な
どの権利の総称である．これらの権利はいずれも制定法
上の権利ではなく，判例法によって保護されている権利
である．法律上，人格権は私法上の権利として財産権と
対比され，憲法が保障する個人の尊厳をその根拠とする
ものと考えられている．歴史的に見ても，フランス革命
によって確立された所有権の絶対性を基本原理とする近
代市民法は，財産権の保護が中心であり，人格権という
権利思想のほう芽は見られない．ところが，時代が進む
につれて，特に欧米における産業革命期において機械化
が進むことで人間性が疎外され始めたことに対する反動
として，人の人格を尊重しようという機運が生まれ，法
律上の権利としての人格権思想が芽生え始めることにな
る．財産権という古典的，伝統的な権利概念と対比して，
人格権は 世紀的な権利であるといわれている．
また，人格権論の発展はメディアや情報技術の発達と

密接に関連している．判例法上の権利である人格権は，
個々の事例における一般論において承認されている権利
にすぎず，権利の内容はかなり漠然としており，権利と
しての輪郭は必ずしも明らかになっているとはいえな

い，発展途上の権利であるともいえるが，マスメディア
による名誉毀損やプライバシー権の侵害事例に見られる
ように，メディアや情報技術の発達とともに，人格権侵
害の可能性や範囲も拡大し，人々の人格権に対する意識
を向上させるという結果をもたらすことになる．すなわ
ち，「人格権が具体的にどの範囲で，またどのように保
護されるかということは，それぞれの社会における人間
の主体性ないし人間的価値がどれほど社会的に承認さ
れ，またその承認が政治的権力との関係において反映す
るか，という歴史的問題である」（ ）といえよう．
そして， IT 時代において，個人情報の保護が重要な
課題となっているように，情報通信技術時代の進歩は，
指紋はもとより，声，静脈や DNA 解析などの人の身体
的特徴，すなわち究極の個人識別方法を発達させている．
本稿は，そのような情報通信技術が人格権意識にどの
ような影響を与えるかについて考察する前提として，そ
もそも人格権や肖像権とはどのようなものであるのか，
それらの権利が法律上の権利概念としてどのように認識
されているのかということについて，歴史的な側面及び
法律解釈論的な側面から概観したいと考える．

人 格 権

年のフランス革命以降，財産権としての「所有権」
を手にした市民階級は，契約自由などの基本原理ととも
に私法秩序を確立する．このような近代市民法秩序のも
とで，資本主義経済システムが動き出すことになる．そ
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して， 世紀になると，この資本主義経済は新たな発
展段階を迎えることになり，産業革命期を経て，産業資
本主義という社会構造が発達した．こうした時代におい
ては，技術革新による工業化，機械化が進展し，大量生
産・大量消費社会が出現するようになる一方で，近代市
民法の基本原理である私的自治あるいは意思主義といっ
た考え方も次第に影が薄くなり始めた．産業革命による
社会構造の変化は，人々に経済的，物質的な豊かさをも
たらしはしたものの，工業化，機械化による人間性の疎
外へとつながっていく．そのような社会状況に対する反
動として，個人の尊厳を再認識しようとする風潮が高ま
り，法律的には人格権という権利思想が唱えられるよう
になった．そして，人格権は，法制度の中で実体法上の
権利として確立されるようになる．ヨーロッパの中でも，
とりわけドイツを中心として，法律上の権利概念として
の認識が強まった．
その後時代を経て，近代資本主義の発展過程として現わ
れた産業資本主義社会，工業化社会は，二度の世界大戦を
経て大きく肥大したように，科学技術に裏打ちされた軍事
力の強化に利用されるなどして，人々の心を疲弊させるこ
ととなった．そのような時代背景のもとで，やはり人間の
尊厳，アイデンティティの重要性が主張されるようにな
ると，人格権についての議論が再燃する．人格権は，所有
権と対比すると，極めて観念的な概念であり，それぞれの
時代や社会の法思想としての側面が強く，その時代や社
会の価値観に支配されやすい権利概念であるといえる．
人格権とは，名誉，氏名，肖像あるいはプライバシーな

ど，人の精神的，人格的利益を保護する権利の総称であり，
具体的には，名誉権，氏名権，肖像権，プライバシー権と
して，判例において法律上の保護を受けている．私法上の
権利は，大きく人格権と財産権に分類される．権利の性
質として，財産権が譲渡，相続することが可能な権利で
あるのに対して，人格権は，譲渡することも相続すること
もできない一身専属的な権利であり，人格権と財産権は
その性質上相いれない権利であるという理解がなされて
いる．人格権は，名誉権，氏名権及び肖像権などの個別的
な人格権も，あるいは一般的な人格権も実体法上の権利
としてではなく，それぞれ最高裁判決によって承認され
ている判例法上の権利とし保護されているにすぎない．
名誉権について，北海道知事選挙の立候補予定者をひ

ぼう中傷する記事が掲載された雑誌の発行差止めを巡っ
て名誉権侵害が争われた「北方ジャーナル」事件におい
て，最高裁大法廷昭和 年 月 日判決は，「事前差
止めの合憲性に関する判断に先立ち，実体法上の差止請
求権の存否について考えるのに，人の品性，徳行，名声，
信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価
である名誉を違法に侵害された者は，損害賠償（民法
条）又は名誉回復のための処分（同法 条）を求める
ことができるほか，人格権としての名誉権に基づき，加

害者に対し，現に行われている侵害行為を排除し，又は
将来生ずべき侵害を予防するため，侵害行為の差止めを
求めることができるものと解するのが相当である．けだ
し，名誉は生命，身体とともに極めて重大な保護法益で
あり，人格権としての名誉権は，物権の場合と同様に排
他性を有する権利というべきであるからである」と判示
して，人格権としての名誉権を承認した（ ）．
名誉権における「名誉」とは，人の品性，徳行，名声，
信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社
会的評価であると解されている．したがって，単に個人
的な名誉感情が侵害されただけでは名誉権侵害は成立せ
ず，併せて社会的な評価が低下させられたときに名誉権
の侵害があるとされるのが支配的な見解である．名誉権
が侵害されると，金銭賠償請求や名誉回復措置などの民事
的救済のほか，侵害者には刑事罰が科されることもある．
氏名権について，在日韓国人である原告が， NHKが

ニュース番組において，原告の氏名の朝鮮語音読みを
知っていながら，あえて日本語音読みで呼称したことは
人格権を侵害すると主張した事案において，最高裁昭和
年 月 日判決は，「氏名は，社会的にみれば，個人を

他人から識別し特定する機能を有するものであるが，同
時に，その個人からみれば，人が個人として尊重される基
礎であり，その個人の人格の象徴であって，人格権の一内
容を構成するものというべきであるから，人は，他人から
その氏名を正確に呼称されることについて，不法行為法上
の保護を受けうる人格的な利益を有するものというべき
である」と判示して，人格権としての氏名権を承認した（ ）．
氏名権とは，自己の氏名を独占的に使用し，自己の氏名を
冒用する者に対してその使用を排除することのできる権
利であり，氏名にアイデンティティを認めることによって
人が自己の氏名について有する法律上の利益を保護する．
更に肖像権について，警察官がデモ行進の様子を写真
撮影したところ，デモ参加者である学生が旗ざおで警察
官を突き，傷害を負わせたという事案において，最高裁
大法廷昭和 年 月 日判決は，一般論として「憲
法 条は，…国民の私生活上の自由が，警察権等の国
家権力の行使に対して保護されるべきことを規定してい
るものということができる．そして，個人の私生活上の
自由の つとして，何人も，その承諾なしに，みだりに
その容ぼう・姿態（以下「容ぼう等」という．）を撮影
されない自由を有するというべきである．これを肖像権
と称するかどうかは別として，少なくとも，警察官が，
正当な理由もないのに，個人の容ぼう等を撮影すること
は，憲法 条の趣旨に反し，許されないものといわな
ければならない」と判示し，人格権としての肖像権が判
例法上確立されたと認識されている（ ）．
肖像権は，自己の肖像の作成及び利用に関する決定権
であると理解され，名誉権や氏名権と同様に，広い意味
における人格権の中に含まれるものとして位置付けられ
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ている．
とりわけ，人の氏名や肖像は最も基本的な個人情報で

あると同時に，人間の尊厳を尊重する上で最も基本的な
人格的要素であり，氏名権及び肖像権としてその人格価
値の保護が図られている．
また，プライバシー権は，当初は，静穏な私生活への

侵入や私事の公開など，他人による個人的な領域への干
渉を排除するという意味において，「一人で放っておい
てもらう権利」であると認識されていたが，マスメディ
アの発達や情報化社会の進展とともに権利の内容が大き
く変容し，現在においては「個人に関する情報をコント
ロールする権利」（情報プライバシー権）という理解が
なされるに至っており（注 ）（ ），やはり判例において承認
されている権利である．
人格権という概念がドイツ，フランスなどの大陸法的

な概念であるのに対して，プライバシー権はアメリカ法
上の概念である．人格権とプライバシー権の権利概念は
重複する部分はあるものの，これらの権利が時代や社会
の背景に基づいて構成される要素が強い権利であること
を考えると，厳格に見るとそれぞれ独立した別個の権利
概念であると考えるのが妥当であろう．名誉権，氏名権，
肖像権及びプライバシー権などの広い意味における人格
権が判例によって認められるときは，個人の尊重や幸福
追求権について規定する憲法 条が根拠とされる．
現代社会が情報社会であるといわれて久しいが，これ

までのように情報を一方的に伝達するマスメディアを中
心とする社会に加えて，双方向的に情報の伝達が可能と
なるコンピュータによるディジタル通信ネットワーク社
会が形成されるようになり，情報社会も時代の進展とと
もに更なる発展を遂げている． 年代以降の国際的
な傾向として，コンピュータプログラムなどのソフト
ウェアが著作物として著作権法によって保護されるよう
になると，情報保護法としての知的財産法が重要な役割
を果たすこととなった．情報社会においては，現代人の
生活が便利になる一方で，情報自体が財産的な価値を持
ち，我々の知らないところで，氏名や肖像を基本とする
個人に関する情報が流通すると同時に，無断で利用され

る危険性を秘めている．更に，そのような情報システム
が濫用，悪用されることにより，名誉やプライバシーな
どの精神的，人格的利益が侵害される危険性も増大する．
そのような情報社会にあっては，知的財産権の経済的な
価値が高まり，その法的保護の必要性が主張されるよう
になるとともに，個々人の名誉，プライバシーや氏名，
肖像を含めた個人情報などの人格的利益の保護に関する
法秩序の形成が必要とされる．
判例法上確立している名誉権，氏名権，肖像権などの
個々の人格権は，個別的人格権として認識されるもので
あるが，人格権の内容はそれだけにとどまらず，その外
延は明確になっていない．将来的には，情報技術やその
他の科学技術の発展，更にはそうした技術の利用態様に
よっては，これまでにはない人格的利益の侵害類型を生
じさせ，新たな人格権概念を生み出すことも予想される．
公害や開発による自然環境の破壊によってもたらされ
た人の健康被害を保護するために権利として主張される
環境権や，日常生活の中の相隣関係において，居住環境を
保護するために主張される日照権や眺望権などは必ずし
も権利として承認されているものとはいえないが，広い
意味における人格権の一つとして把握されることがある．

肖 像 権

肖像権とは，自己の肖像をみだりに作成されない権利，
あるいは作成された肖像を無断で利用されない権利であ
ると理解されている（注 ）（ ）（ ）．歴史的に見ると，肖像権
は，ドイツ法において比較的早い時期に確立された．

年代後半にカメラが発明され，カメラや写真が技
術的にも発達し，普及するにつれ，人の肖像が無断で撮
影され，あるいは無断で利用されることが頻繁になり，
肖像本人の人格的利益や財産的利益が侵害される機会が
増加するに伴い，肖像権の保護が主張されるようになっ
た．そして， 年に制定された旧著作権法の中に肖
像権に関する規定が置かれた．作成された肖像について，
肖像本人の同意がなければ，これを頒布したり公表した
りすることはできないと規定している．このドイツ旧著
作権法は， 年の現行著作権法の制定とともに廃止
されることになるが，そのときの肖像権に関する規定は
現在においてもなおその効力を有している．この肖像権
に関する規定は，ヨーロッパ各国の肖像権立法だけでは
なく，我が国の肖像権論にも大きな影響を与えている．
我が国には，肖像権に関する制定法上の規定はなく，
肖像権は判例理論や学説によって確立されてきた．我が
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（注 ） 我が国においては， 年代になってこのプライバシーの権利
に関する研究が進み，昭和 年の三島由紀夫『宴のあと』事件判決にお
いて初めてプライバシー権が認識された．東京地裁昭和 年 月 日
判決は，「私事をみだりに公開されないという保障が，今日のマスコミュ
ニケーションが発達した社会では個人の尊厳を保ち幸福の追求を保障す
るうえにおいて必要不可欠なものであるとみられるに至っていることと
を考え合わせるならば，その尊重はもはや単に倫理的に要請されるにと
どまらず，不法な侵害に対しては法的救済が与えられるまでに高められ
た人格的な利益であると考えるのが正当であり，それはいわゆる人格権
に包摂されるものではあるけれども，なおこれを一つの権利と呼ぶこと
を妨げるものではないと解するのが相当である」と述べ，プライバシー
権について言及した．そして，プライバシー侵害に対し法的な救済が与
えられるためには，公開された内容が 私生活上の事実または事実らし
く受け取られる恐れのある事柄であること， 一般人の感受性を基準と
して，その私人の立場に立った場合，公開を欲しないであろうと認めら
れる事柄であること， 一般の人々にいまだ知られていない事柄である
ことを必要とし，更にこのような事柄の公開によって，その私人が実際
に不快，不安の念を覚えたことが必要とされる，と判示した（ ）．

（注 ） 我が国の肖像権概念の支配的見解によれば，肖像権には， 撮
影拒絶権としての肖像権（肖像の作成自体を禁止する権利）， 作成され
た肖像の利用拒絶権としての肖像権（作成された肖像の公表を禁止する
権利）， 肖像本人の有する財産的利益，財産権としての肖像権（肖像を
営利目的で利用することを禁止する権利）の三つの意味があるとする．
文献（６）（７）参照．



国の肖像権に関する議論は，昭和 年代から昭和 年
代にかけて，政治的，社会的な背景のもとで行われたデ
モ行進の際に，警察官が証拠としてデモ参加者を写真撮
影するという行為に対し，無断で撮影された者が実力を
もって撮影を阻止したり，カメラやフィルムを奪うとい
う行動に出たために，それに伴って生じる暴行罪，傷害
罪あるいは公務執行妨害罪という刑事事件において，デ
モ参加者の肖像権が争われ，最高裁大法廷昭和 年
月 日判決によって，判例法上肖像権が承認されたと
認識されている．
その後の昭和 年代ごろから，マスメディアとの関
係において肖像権侵害事例が多発するようになる．純粋
な肖像権侵害の問題というよりは，名誉毀損やプライバ
シー侵害などとともに肖像権が問題となるケースが多く
なっている．そして，昭和 年代後半以降は，「フォー
カス」「フライデー」などの写真週刊誌の登場により，
いわゆる「有名人」がそのプライバシーを侵害される場
面において肖像権が問題となるケースが頻発するように
なる．裁判上は，肖像権侵害を伴う名誉毀損やプライバ
シー侵害による民事上の損害賠償請求事件であり，判決
も，先に紹介した最高裁大法廷昭和 年 月 日判
決の理論を踏襲してはいるものの，肖像権独自の問題と
いうよりは，プライバシー権侵害という理論構成を採っ
ている場合も少なくない．マスメディアと肖像権の衝突
は，表現の自由と個人の人格権との調整をどのように図
るかが大きな問題となる．
また，マスメディア以外では，昭和 年代に，高速

道路における自動車のスピード違反を取り締まる目的で
設置される自動速度監視装置（オービス ）による肖像
権侵害問題が数多く生じている．最高裁昭和 年 月
日判決は，「速度違反車両の自動撮影を行う自動速度

監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は，現に犯罪
が行われている場合になされ，犯罪の性質，態様からいっ
て緊急の証拠保全をする必要性があり，その方法も一般
的に許容される限度を超えない相当なものである」と判
示して，自動速度監視装置による写真撮影が肖像権を侵
害しないものであることを認めた（ ）．
更に，犯罪行為を事前に防止する目的で，犯罪被害を

受けやすいコンビニや金融機関などの店内はもちろん，
繁華街の街頭などでも至る所で防犯のための監視カメラ
が設置されている．防犯のための監視カメラの設置は当
たり前のように行われているが，人格権としての肖像権
を保護する立場からは疑問が多い．肖像権理論からする
と，肖像の撮影にあたってはあくまで本人の同意が必要
であり，必要がない場合でも，特定の場所において防犯
目的のための監視カメラが設置され，肖像が常に撮影さ
れていること，あるいは無断で撮影される可能性がある
ことを明示すべきである．

個 人 情 報

コンピュータやデータベースの普及により，個人情報
などのデータ管理が極めて容易になる一方で，ネット
ワークを通じたデータ情報の流出は，行政機関や民間企
業を問わず，日常茶飯事となっている．情報の利用や管
理が便利になるのとは裏腹に，個人情報は常に流出の危
険にさらされている．
法律上，個人情報とは，氏名，生年月日，住所，電話
番号など，特定の個人を識別することができるあらゆる
情報をいうものとされ，平成 年に制定された個人情
報保護法に基づき，国や地方公共団体，個人情報を取り
扱う事業者は，個人情報の保護が義務づけられている．
プライバシーと同様に，個人情報の保護は，情報化さ
れた社会に生きる我々現代人としては，平穏で安全な私
生活を営む上で必要不可欠である．しかし，このプライ
バシーや個人情報の保護という考え方は，民主国家との
関係において必要不可欠な表現の自由という考え方と対
立することがある．
現代の情報化社会は，メディアの多様化や情報技術の
革新によってもたらされたいわゆる IT 時代といわれて
いる．インターネットや携帯電話が私たちの日常生活に
深く浸透しているように，情報の自由な流通は，憲法
条によって保障されている表現の自由を基盤とするもの
であるといえよう（注 ）．情報社会を支える表現の自由は，
民主的な国家や社会を存立させる大前提となっている．
民主国家においては，まず人間の尊厳が尊重され，それ
を維持する方法として表現の自由が保障されていなけれ
ばならない．
ところが，一部のマスメディアが表現の自由を振りか
ざし，表現の自由を盾にして個人のプライバシーに介入
したり，技術革新だけが先行して，倫理的ないし精神的
なケアや法律的な制度の整備が間に合っていない未成熟
な情報化社会においては，個人のプライバシーや個人情
報がいとも簡単に取り扱われ，私たちのプライバシーや
個人情報は常に危険にさらされている状況にあるといっ
てよい．技術的な側面及び法的な側面からプライバシー
や個人情報の保護を図ることが，将来における情報化社
会の発展にとって最大の課題となろう．
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（注 ） 日本国憲法第 条〔言論，出版，表現の自由〕第 項集会，結
社及び言論，出版その他一切の表現の自由は，これを保障する．
第 項 検閲は，これをしてはならない．通信の秘密は，これを侵して

はならない．
憲法 条によって保障されている表現の自由は，情報社会において私

たちが意見を自由に表明することを可能にさせると同時に，社会的に大
きな影響力を持つマスメディアが発達した情報社会においては，情報を
受ける側の「知る権利」として機能する．「知る権利」は，国民が国家に
対して政府等の情報の公開を要求することのできる権利であり，国民が
政治に参加するために，民主主義社会の存立に不可欠な権利である．



情報通信技術と人格権

日進月歩の技術革新とともに，情報社会は拍車をかけ
るように高度化している．技術革新をもたらす発明や創
作といった研究開発に関する知的活動は，憲法が保障す
る思想，表現の自由を基盤とするものである．発明者や
創作者の権利は，特許法や著作権法などの知的財産法に
よって保護され，そのことが産業や文化の発展に大きく
貢献してきた．しかしその一方で，革新的な技術であっ
てもモラルのない利用方法によって人格権が侵害された
り，創作行為自体あるいは法が遵守されないことによっ
て人の人格権が侵害されたりする場合が多いことも事実
である（注 ）．ある意味で，発明や創作という知的活動が，善
きにつけ悪しきにつけ，人の人格に何らかの形で影響を及
ぼすことがあることは否定できない．これまでの情報技術
の発達が人格権の形成に大きな影響を与えてきたよう
に，更なる高度化が予想される情報通信技術についても人
の人格権に対して多大な影響を与えることは必定である．
高度化される情報社会といえども，基本的な枠組みと

しては「表現の自由」によって保障され，これを基盤と
して，インターネットやその他のメディアを通して，情報
を自由に発信し，他人とのコミュニケーションや自由な研
究開発や表現活動を行うことができる．このような情報
社会において，私たちの日常生活がますます便利になるの
とは裏腹に，将来における情報社会の発展には様々な問題
をはらんでいることもまた事実である．特にコンピュー
タやネットワークを利用する者は，情報倫理や社会秩序
を遵守する社会的責任も必要とされる．知識や技術を悪
用したネットワーク社会の存立を脅かすような行為はも
ちろんのこと，社会的な倫理や道徳に反する情報や虚偽
の情報を流すなど，インターネットを利用して社会の秩
序を乱したり，社会を混乱させたりするような反社会的
な行為が容認されないことはあえていうまでもない．
また，健全な情報社会を維持するためには，個人の尊

厳や人格を侵害するような行為も許されない．名誉やプ
ライバシーなどの人格的利益や個人情報は憲法その他の
法律によって保護されている．例えば，他人の個人情報
や肖像写真を無断でネット上に流したり，画像処理や画
像の合成により肖像画に修正を加えたり，著作物を改変
したりする行為は，プライバシー権あるいは肖像権の侵
害となる．更に，自分自身の個人情報が無断で利用され
たり悪用されたりすることのないように，情報の管理に

も十分な注意を払う必要がある．
著作権法においては，音楽 CD やプログラムなどの
ディジタル著作物について，いわゆるコピープロテク
ションなどの技術的保護手段や権利管理情報を利用する
ことによって，技術的な側面から無断複製を防止しよう
という制度が導入されている．技術革新は，従来は存在
しなかったディジタル形式の著作物を生み出し，著作物
の利用や消費を容易にしたものの，品質的に劣化の少な
い複製物の製作も容易となり，著作権の保護に大きな影
響を及ぼす結果となった．その一方で，著作権を保護す
るための技術が開発されるなど，技術的なバックアップ
を受けることで著作権制度が維持されることとなった．
情報通信技術や医療技術を見ても明らかなように，技
術革新は現代人の生活の利便性向上のために，あるいは
知的活動の成果として，今後ますます発展するであろう
ことは想像に難くないが，法律による規制が技術革新の
妨げとなってはならないはずである．以上のことから考
えると，技術革新だけを推し進めるということではなく，
その時代の倫理観や価値観を踏まえ，人間の尊厳や人格
権などを尊重した法的枠組みの中で更なる発展を遂げる
ことが望ましいといえよう．
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（注 ） ファイル交換ソフト「Winny」の開発者が著作権侵害幇助罪で
逮捕された事件が議論を沸き起しているが，著作権法の解釈からすると，
ファイル交換ソフト自体が違法なのではなく，ファイル交換ソフトを利
用して他人の著作物を無断で交換し合う行為が違法であるにすぎない．
後は，かつてのわいせつ概念の判断基準と同様に，社会通念としてWin
ny 開発者の行為が違法であるか否かが，刑法解釈論において議論される
ことになる．この事件について，京都地方裁判所平成 年 月 日判
決は，Winny の開発者である被告人に対して，有罪判決（罰金 万円）
を言い渡した．なお，被告人は控訴した．
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